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子ども議会 議案第２号 

 

 基山町のホタルのための環境改善条例の制定について 

  

 基山町のホタルのための環境改善条例を次のように定める。 

 

令和４年１０月１日提出 

 

             基山町長  小 西  夏 華        

 

基山町子ども議会 条例第 号 

 

基山町のホタルのための環境改善条例 

 

第１条 基山町をゲンジボタルの名所として町内外に広く知ってもらい、ホタルを守る 

ことで基山町の知名度アップに努める。 

 

第２条 基山町のシンボルであるホタルを多くの町民が楽しめる環境を整えるため、 

次に掲げる活動を行う。 

(１) 基山町内の全ての川をきれいに保つ。 

(２) 基山町民がホタルを楽しめるように鑑賞会を行う。 

(３) 河川の清掃活動、町民自ら行う活動を支援する。 

 

第３条 基山町のホタルや河川を守るため、次に掲げる環境保護活動を行う。 

(１) ホタルの捕獲を原則禁止する。 

(２) ホタルが出る時期は、ホタル密集地域での車のライトや照明などの明かりを抑え

る。 

 

第４条 ホタル週間を制定し、その期間中はホタルの生息する河川の清掃活動や、ホタ  

ルの宣伝活動を行う。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

基山町はゲンジボタルや希少植物のオキナグサが生息するなど、自然豊かな町です。 

その豊かな自然環境を守るためにも、ホタルの保護活動が必要です。この活動によ 

り、老若男女を問わずゲンジボタルの名所として、自然豊かな基山を町内外に広くアピ

ールできると考えています。 

 


